



令和８年４月

秋田県社会福祉士会　会員各位

一般社団法人　秋田県社会福祉士会
生涯研修センター　
センター長　和田　士郎



令和８年度　総合研修会の開催について（案内）


本センターの事業推進につきましては、日ごろより特段のご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、令和８年度の総合研修会を別紙要項のとおり開催いたしますので、ご多忙のところとは存じますが、多数の会員よりご出席いただきたくご案内申し上げます。



記

日　時：　令和８年５月２３日（土）15：00～16：30
※社員総会（13:30～15:00）の終了後に開始しますので、時間が若干前後する場合があります

会　場：　中央シルバーエリアコミュニティセンター　多目的ホール
　　　　　秋田県秋田市御所野下堤５丁目１－１　018-829-2151(代)

内　容：　研修テーマ
秋田県社会福祉士会ってどのような活動をしているの？
―社会福祉士会での活動の意義―

申込み：　要項内にあるQRコードからお申し込みください（総会出席者は、総会出席の手続きにより本研修については申し込み不要で研修への参加が可能です）。

その他：　当日午前中には、新入会員向けオリエンテーションも予定されています（別紙チラシ参照）

主管：秋田県社会福祉士会　生涯研修センター　生涯研修委員会
〒010-0922　秋田県秋田市旭北栄町1番5号　
TEL：018-896-7881　FAX：018-896-7882
E-Mail：akitaken-csw@flute.ocn.ne.jp　　

令和８年度　秋田県社会福祉士会生涯研修センター　総合研修会　開催要項

1. 研修テーマ
秋田県社会福祉士会ってどのような活動をしているの？
―社会福祉士会での活動の意義―

2. 研修のねらい
秋田県社会福祉士会（以下「本会」）は、①社会福祉士の倫理の確立　②専門的技能の研鑽　③社会福祉士制度の改善・充実及び発展を図る　④社会福祉士の資質と社会的地位の向上に努める　⑤県内の社会福祉の援助を必要とする人々の生活の支援と権利の擁護及び社会福祉の増進に寄与する　の五点を目的として活動しています。
しかし、ときには「会の運営状況がよくわからない」との声も聞かれることがあります。そこで、改めて本会がどのような活動をしているのかを学び、それが県内の福祉の向上にどのように貢献するのかについて学び合いの時間を持ちます。地縁組織の希薄化・弱体化により、秋田県内においてもソーシャルワーカーに対する社会的な期待が寄せられています。地域のニーズと社会資源としての社会福祉士会のあり方をともに考えましょう。

3. 内容　
≪報告≫
(1) ぱあとなあ秋田運営委員会
(2) 権利擁護委員会
(3) 人材育成委員会
(4) 外部評価委員会
(5) 広報委員会
(6) 青年部会（わっか）
(7) 生涯研修委員会
≪質疑応答・ディスカッション

4. 参加費　　無料

5. 研修単位について
本研修は、認定社会福祉士制度の研修として認証されておりません。また、オンラインでの受講対応もしておりませんので、ご了承ください。

6. 参加申し込み方法について
下記QRコードを読み取る、またはURLをパソコン・タブレット等に入力し、表示されるGoogleフォーム内にてお申し込みください。
[image: ]https://forms.gle/t8iVqDS2ammmja9bA
申込期限　令和８年５月17日（日）
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